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相続登記の義務化 令和 6 年 4 月より 

 
これまで任意であった相続登記が令和 6 年 4 月 1 日より義務化されました。 

相続登記は相続した不動産について不動産登記簿の名義を変更することで、相続人は不動産を 

相続することを知った日から 3 年以内に相続登記の申請をする必要があります。 

 

（法務省ホームページ「相続登記の申請義務化特設ページ」より） 

 

義務化により、相続により不動産を取得したことを知った日から 3 年以内に正当な理由なく 

相続登記の申請をしない場合は、10 万円以下の過料となります。 

 3 年以内に相続登記ができない場合は、「相続人申告登記」という簡便な手続を法務局にとって 

義務を果たすこともできます。（ただし相続登記ではないので売却できない・遺産分割協議が成立 

した場合二度手間となるなどに注意が必要です） 

 相続登記の義務化は、令和 6 年 4 月 1 日以前の相続にも適用されますので、令和 9 年 3 月 31 日 

まで（令和 6 年 4 月 1 日以降不動産を相続で取得したことを知った場合はその日から 3 年以内）

の相続登記の申請をする必要があります。 


